◆協力医療機関の届出における注意事項
※厳守されていない場合は受付不可ですのでよく確認願います。
★提出は原則，電子申請でお願い致します。
ファイルはエクスポート機能を利用してPDFで提出してください。
[bookmark: _GoBack]
令和6年度介護報酬改定に伴い、対象サービスにおいては、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について指定権者に届け出ることが義務付けられています。
（※協力歯科医療機関は対象外）
●対象
・地域密着型介護老人福祉施設
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護

●協力医療機関の選定条件について
【義務化されたサービス】
・地域密着型介護老人福祉施設（令和9年3月31日までは経過措置）
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準第152条第1項の条件を満たす医療機関

【努力義務となっているサービス】
・認知症対応型共同生活介護
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準第105条第2項の条件を満たす医療機関

・地域密着型特定施設入居者生活介護
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準127条第2項の条件を満たす医療機関

※協力医療機関連携加算1を算定する場合、市に届出が必要です。(体制届の提出は不要)


●提出書類について
【特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム】
・（別紙1）協力医療機関に関する届出書 
【地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護】
・（別紙3） 協力医療機関に関する届出書
※上記に加え，各協力医療機関との協力内容が分かる書類（協定書等）の写しが必要です。

●協力医療機関に変更があった場合
・別途，変更届が必要です。別紙1または別紙3を添付して提出してください。​
ファイルのパスワードは「kyoryoku」です。
